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福島学院大学短期大学部保育科第二部履修規程 
 
（目  的） 

第１条 この規程は学則第 43 条の規定に基づき、保育科第二部における履修要件等に

ついて定めることを目的とする。 

（履修届） 

第２条 学生は学則第 31 条に定めるところに従い、学期ごとに履修する科目を選定し、

教務課の指定する日までに履修届を提出して学長の許可を受けるものとする。 

２  学則第 31 条のただし書きにより、国際理解演習の科目で前期に海外研修が含

まれる場合については５月 20 日まで追加履修を受付けることとする。ただし、

後期に海外研修が含まれる場合は後期履修登録時とする。 

（履修登録の上限） 

第２条の２ 学生が 1 年間に登録できる履修単位の上限を、おおむね 30 単位とする。 

    ただし、学則第 16 条に定める長期にわたる教育課程の履修を希望する者につ

いては 18 単位を上限とする。 

（履修科目の変更） 

第３条 届け出て許可された履修科目の、他の科目への変更は原則として認められない。 

（履修科目の放棄） 

第４条 届け出て許可された履修科目を学生が放棄する場合は、放棄届を直接教務課へ

提出しなければならない。 

 ２  履修の放棄は、授業を開始した日から２週間以内に届出るものとし、その後は

認めないものとする。 

（出欠確認) 

第４条の２ 出欠の確認は原則として授業開始時に行うものとし、30 分以上の遅刻・

早退は欠席とみなす。 

 ２  学外で行う演習、実習科目の出欠確認は、当該科目担当教員もしくは当該実習

機関の定めるところによるものとする。 

（成績評価） 

第５条  学則第 41 条、第 42 条に定めるところに従い、成績評価は 100 点満点とし、

60 点以上を合格、59 点以下を不合格とする。 

 ２  成績の段階は A＋（100～90）、A（89～80）、B（79～70）、C（69～60）、

D（59～50）、F（50 点未満）とする。ただし、科目によっては認定、不認定

のみを記載する場合がある。 

 ３  D および F の評価は成績通知書に記載するが成績証明書には記載しない。  

ただし、奨学金関係､事務上必要とされる場合は記載することがある。 

 ４  成績通知書の欄外に成績評定平均点を記載する。成績評定平均点（グレードポ

イントアベレージ。以下ＧＰＡという。）とは、単位取得科目の成績評価点   

（素点）に単位数を乗じた数を全単位取得科目について積算し、それを総取得 

単位数で除して算出した 1 単位あたりの平均点をいう。ただし、この場合認定、

不認定のみを記載する科目は除外する。 
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（成績判定の方法） 

第６条 学習成績の判定の方法は中間試験、期末試験、レポート、調査、作品、実技、

出席状況、口頭試問及び小テスト・小論文等（以下試験等という）担当教員の  

定めるところによって行う。 

 ２  授業科目について、必要な時数として定められた時数の３分の１を超える時数

を欠席した場合は、当該科目の成績を零点とする。 

３  試験等において試験規程第３条に定める不正行為があったと認められた学生

は当該試験科目の成績を零点とする。 

   ただし、授業時の出席確認の際に不正行為（代返等）もしくはこれに準ずる  

行為が認められた場合には当該科目の成績を減点する。 

（懲  戒） 

第６条の２ 試験等（出席確認を含む）において二度以上の不正行為があったと認め 

られた学生は学則第 53 条の規定に基づき教授会の議を経て学長がこれを懲戒

する。 

      ただし、試験規程第３条第５号に定める「本人に替わって受験を行った者  

及びそれを行わせた者」については一度であっても懲戒の対象とする。 

（試験等の期間） 

第７条  試験等は担当教員の授業期間中に適宜に行う。 

（単位の認定） 

第８条 単位取得の認定は、当該授業科目の担当教員が次の条件をそなえた学生に対し

て行う。 

  １．履修を届け出て許可された者 

  ２．学外実習を伴う実習科目については、事前・事後指導にあたる科目、または  

事前・事後指導がある場合はその 5 分の 4 以上出席し、かつ当該現場実習に  

ついて定められた全ての日数および時数を出席した者。ただし、現場実習におい

て病気、忌引等やむを得ない事情により欠席した場合で、実習期間の延長が可能

な場合については当該欠席日数分を延長して補充することができる。この場合の

出欠確認は第 4 条の 2 第 2 項に定めるところによるものとする。 

  ３．前号に定める科目以外の授業科目については、必要な時数として定められた 

時数の 3 分の 2 以上出席した者。この場合の出欠確認は第 4 条の 2 第 1 項に

定めるところによるものとする。 

  ４．授業科目における試験等の結果を総合判定して学習成績の評価が 60 点以上の

者 

  ５．所定の学費を納入した者 

２  前項第３号に定める必要時数の規定にかかわらず、別に定める科目については、

学則第 25 条第２項および第 36 条第１項の定めるところにより、担当教員は 

学習の成果を評価して、適宜単位を認定することができる。 

（追試験） 

第９条  学生が次の事由により定期試験に出席できなかった場合は、速やかにその旨を

教務課に連絡し、その事由を証明する書類を添付し、追試験を事前もしくは事後
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１週間以内に提出して追試験を受けることができる。 

１．病気（医師の診断書）   

２．事故・災害（事故証明書、災害証明書） 

３．交通機関の事故（事故証明書） 

４．忌引（２親等までに限る。保護者又は家族の証明書） 

５．自宅または居所の緊急事態（保護者又は家族の証明書） 

６．就職試験等（受験先又は就職課長の証明書） 

７．結婚（本人又は２親等までに限る。保護者又は家族の証明書） 

８．本人の不注意と認められる場合。ただし、年度内に３科目に限る。この場合、

80 点を満点とし、追試験料１科目１万円を徴収する。 

２  定期試験開始後 30 分以内に学生が急病のため、受験を継続することが困難な

状況に至った場合は、試験監督員に申出てその許可を得、さらに教務課長（不在

時は課員）にその状況を説明し確認を受け、１週間以内に試験監督員ならびに教

務課長の退出事由に関する証明書および原則として医師の診断書を添付のうえ

教務課に追試験願を提出し、追試験を受験することができる。 

３  国民体育大会や海外遠征試合等の選手として、関係機関より参加要請があり、

教授会の議を経て学長が参加を許可した場合は、教務課に追試験願を提出し追試

験を受験することができる。 

（再試験） 

第 10 条 卒業学年に在籍し、第 11 条に定める再履修を行う者について、年度内の再

履修が困難であり、卒業、もしくは免許状、資格取得に必須の科目が２科目以内

である場合は、再試験願を教務課に提出して、試験等の再試験を受けることがで

きる。 

ただし、次の場合は受験することができない。 

１．試験等（当該科目以外を含む）において不正行為があったと認められる者 

２．当該科目の出席が不足し、零点と評価された者 

３．当該科目の受講態度が芳しくないと担当教員が判断した者 

４．再試験を受けても当該科目の総合評価で合格することが困難であると担当教員

が判断した者 

２  再試験において合格した者の点数は 70 点を上限とする。 

３  再試験料として１科目につき１万円を徴収する。 

（再履修・再実習） 

第 11 条 成績評価の結果不合格と判定された者、履修を放棄した者、もしくはＣ評価

を得た者は、再履修願を教務課に提出し、担当教員と協議して教務課の指定する

ところの方法および期間（次年度となる場合を含む）により再履修もしくは再実

習することができる。 

２   教育実習における基本実習および協力幼稚園実習､保育実習における保育所

実習および 施設実習、並びに保育実習Ⅱ、保育実習Ⅲの各実習について各々1

実習とし、次のいずれかに該当する場合、原則として当該年度の再実習を認めな

い。 
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１．保育科合同科内会議において次に掲げる要件を審議の結果､不適格と判断され

た者 

イ 教育実習にかかる事前事後指導、保育実習指導、保育実習指導Ⅱまたは

Ⅲにおける出席状況 

ロ 学習への意欲 

ハ 学業成績等 

２．実習の評価で２実習以上の不合格がある者、または１実習について 50 点未満

の評価がある者 

３．実習先の評価に関し、学生もしくは家族等が直接実習先に照会を行ったとき 

（履修者の制限） 

第 12 条 選択科目に関し、担当教員は第二部長の承認を得て、受講定員を定め、もし

くは履修者を制限することができる。 

２  履修者の決定は、その趣旨による公正な方法によって担当教員が決定するとこ

ろによる。 

（履修科目の制限） 

第 13 条 教育実習、保育実習、保育実習Ⅱまたは保育実習Ⅲの履修については次の要

件のいずれかに該当する者は、学期の始めに履修届出が許可され、もしくは第 1

年次、第 2 年次に施設見学実習、実習オリエンテーション等で既に履修の開始

がなされていた場合においても履修を制限し、または単位の認定を行わないこと

がある。 

  １．教育実習 

    イ 第２年次におけるＧＰＡが 70 点未満の者 

    ロ 本学附属幼稚園における基本実習が不合格の者 

    ハ 事前事後指導において５分の４以上出席していない者で、保育科合同科内

会議の審議の結果、不適格と判定された者 

    ニ 実習を完遂するのに支障があると保育科合同科内会議で判定された者 

  ２．保育実習 

    イ 第 1 年次におけるＧＰＡが 70 点未満の者 

    ロ 本学附属幼稚園における基本実習が不合格の者 

    ハ 保育実習指導において５分の４以上出席していない者で、保育科合同科内

会議の審議の結果、不適格と判定された者 

    ニ 実習を完遂するのに支障があると保育科合同科内会議で判定された者 

  ３．保育実習Ⅱ、Ⅲ 

    イ 保育実習の単位を取得していない者 

    ロ 保育実習ⅡまたはⅢをうける時点において、ＧＰＡが 70 点未満の者 

ハ 保育実習指導ⅡまたはⅢにおいて５分の４以上出席していない者で、保育

科合同科内会議の審議の結果、不適格と判定された者 

ニ 実習を完遂するのに支障があると保育科合同科内会議で判定された者 
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（履修制限の解除） 

第 14 条 第 13 条第 1 項第 1 号、第 2 号および第 3 号の規定により履修制限をうけ

た者で、次のいずれかに該当する場合は、教育実習、保育実習、保育実習Ⅱ、保

育実習Ⅲの履修制限を解除することができる。 

１．第 13 条第 1 項第 1 号のイ､第 2 号のイおよび第 3 号のロの規定にかかわら

ず､それぞれの履修年次前期までのＧＰＡが 70 点以上になったとき。 

２．第 13 条第 1 項第 1 号のロ、ハ、ニ及び第２号のロ、ハ、ニの不適格要件が

解除されたとき。 

３．第 13 条第 1 項第３号のイの単位を取得したとき。 

 

（進級制限） 

第 15 条 学長は、長期にわたる教育課程の履修者である場合を除き、学年末における 

ＧＰＡが 65 点未満の者について、教授会の議を経て第 2 年次および３年次へ

の進級を認めないことがある。 

（卒業認定等） 

第 16 条 卒業の認定は、次の学生に対して、教授会の議を経て学長がこれを認定する。 

１．学則第 51 条に定める次の単位を修得した者 

イ 教養教育科目は、15 単位以上 

ロ 専門教育科目は、50 単位以上 

２．ＧＰＡ７０点以上を取得した者 

３．所定の学費を納入した者 

４．短期大学を卒業するにふさわしい人格識見と健全な精神を有していると学科会

議で判定された者 

２  卒業の認定が得られず留年となった者の学費は次のとおりとする。 

１．前項に定める卒業要件を満たせず留年となった者で、再履修科目が５科目以内

もしくは 15 単位以内である者については、留年後 1 年以内に限り授業料およ

び教育充実費を免除する。 

ただし、Ｆ評価科目を５科目以上得ている場合は免除しない。 

２．前号前段に定める 1 年以内の再履修期間終了後にさらに再履修を必要とする 

場合は授業料および教育充実費は免除しない。 

ただし、再履修科目が２科目以内もしくは５単位以内であれば科目履修生の 

学費を適用する。 

 

附  則 

この規程は平成２３年４月 1 日から施行し、平成 23 年度入学生から適用する。 


